
投票のできる人
　次の全てに該当する人

▼平成４年12月17日以前に生まれた人

▼平成24年9月3日以前に湯河原町に住民登録の届け
出をした人

▼投票日まで、引き続き湯河原町の選挙人名簿に登載
されている人
※平成24年11月23日以降に町内転居の届け出をした
人は、11月22日までの旧住所地の投票所での投票
となります。また、平成24年11月23日以降に氏名
変更の届け出をした人は、旧氏名で選挙人名簿に登
載されます。

投票所入場券
　投票所入場券は、12月4日㈫頃から各世帯に郵送で
お送りします。
　投票所入場券が届かなかったり、紛失したりした人
でも、選挙人名簿に登録されている人は投票ができま
す。免許証など本人確認ができるものを持参して、投
票所係員に申し出てください。
　なお、これまでは一人につき１枚の入場券でした
が、今回の選挙から、世帯ごとに１枚のはがきに４人
まで記載した入場券に変更になりました。
　有権者が５人以上の世帯には、２枚以上のはがきを
お送りします。
　はがきの地図に記載されている投票所に、一人ずつ
切り離してお持ちください。

選挙公報(新聞折り込み)
　候補者に関する選挙公報は、12月12日㈬頃に新聞折
り込みで配布する予定です。駅前観光案内所、ヘル
シープラザ、観光会館などの町の公共施設や郵便局な
どにも用意しています。新聞未購読世帯で郵送を希望
する人は、選挙管理委員会までご連絡ください。

期日前投票
▼期間　12月5日㈬～15日㈯

▼時間　8:30～20:00
▼場所　役場第２庁舎３階　第１・２会議室

※最高裁判所裁判官国民審査については、12月9日㈰
からとなります。

不在者投票
　次のいずれかに該当する人は、不在者投票をするこ
とができます。不在者投票の方法など、詳しくは選挙
管理委員会までお問い合わせください。

▼病院や老人ホームなどに入院、入所されている人

▼仕事などで長期不在の人

▼次のいずれかの条件に該当する障がいや介護状態の
ある人
　①両下肢・体幹・移動機能障がいが１級または２級
　②心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小
　　腸・肝臓の障がいが１級または３級
　③免疫障がいが１級～３級
　④上肢・視覚障がいが１級
　⑤要介護状態の区分が要介護５
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衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

今回の選挙から投票所入場券が変わります
　はがきは、圧着式(３枚
張り合わせたはがき)に
なっているわ。ゆっくりは
がして広げてね。
　投票に行くときは、投票
所入場券を有権者一人ず
つ切り離して、指定の投票
所へ持ってきてね。

▼投票日
12月16日㈰ 　　　　　

▼投票時間
午前７時～
午後８時

湯河原町選挙管理委員会(庶務課内)　☎63-2111　内線222
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投票所案内図
第１投票所 福浦会館１階 第２投票所 川堀会館１階 第３投票所 文化福祉会館１階

福浦会館

川堀会館

文化福祉会館

第５投票所 門川会館１階第４投票所 鍛冶屋会館１階 第６投票所 地域福祉センター１階

第７投票所 宮下会館１階

門川会館

鍛冶屋会館

地域福祉センター
（旧役場分庁舎）

宮下会館

第９投票所 観光会館１階第８投票所 宮上会館１階

第１０投票所 奥湯河原分署車庫 第１１投票所 中央区民会館１階

観光会館宮上会館

消防署奥湯河原分署
奥湯河原区民会館

中央区民会館

ヤマハ音楽教室
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開票は、12月16日㈰　午後９時から湯河原町役場第２庁舎３階大会議室で行います。
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